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令和 5 年 11 月定例舞鶴市教育委員会会議録 

開 会 日 時  令和 5年 11 月 16 日（木) 午後 2 時～午後 2 時 37 分 

 

場 所  市役所別館 ４１３会議室 

 

出 席 委 員  廣瀬教育長 内藤委員 四方委員 冨川委員 稗田委員 西谷委員 

 

事務局職員    

志賀教育振興部長 瀬野教育総務課長 

秋原指導理事 川北教育総務課総務係長 

日下部学校教育課長  

岡本学校教育課指導担当課長  

水嶋学校教育課主幹  

村尾市民文化環境部地域づくり支援課長 

山本市民文化環境部図書館課長 

 

 

1  開  会 

教育長  開会を宣告 

 

 

2  令和 5 年 10 月定例教育委員会会議録  承認 

教育長  会議録を会議に諮り、全員承認 

 

 

3  諸報告 

(1) 教育長報告 

事務局から教育長の主な活動を報告 

(2) 各課報告 

（教育総務課） 

①  行事予定について 

（学校教育課） 

① 行事予定について 

② 教育支援センター「明日葉」・「いじめ相談室」の 10 月の通級・相談等の状況につ

いて 
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（地域づくり支援課） 

②  行事予定について 

［質問・意見］ 

（稗田委員） 

「教育支援センター「明日葉」・「いじめ相談室」の 10 月の通級・相談等の状況につい

て」 

「今月の主な活動・児童生徒の様子等」のなかで、明日葉への毎日通級している子ど

もが２名とある。登校しづらい子どもたちが、明日葉に毎日通級できている状況は、人

間関係作りや明日も行ってみようという動機付けなど、明日葉での工夫や配慮の賜物

であると考える。学校に戻ることだけが最終のゴールではないとしも、学校での別室登

校や学校との関わりなど状況は変わってきているか。 

また「生徒指導（問題行動）に関わる相談件数」が小学校の状況が厳しい。全市的な

状況が何かあるか。 

 

（岡本指導担当課長） 

明日葉にも学校にも行けている子がおり、夕方から学校へ行ったり、学校にはずっと

行っているがエネルギーを蓄えに明日葉に来たりする子もいる。明日葉に来ることが

自信になりほとんど学校へ行くようになり、学校との連携の中で学校中心の生活とな

るよう働きかけている生徒もいる。 

毎日来ている子どもたちは、短い時間の中で、学習に向かう子や、家庭菜園や先生と

の会話を楽しみにしている子などいるが、個人のニーズに合わせて学校と連携して、学

校へも向かえるような取組をしている状況。中学３年生は進路も意識して関わってい

る。 

生徒指導の案件は、全市的に多くの小学校で起こっているものではなく、限られた小

学校で起こっている暴力的な事象であり、保護者や学校と連携を取りながら、継続的に

働きかけているもの。 

 

 

4  議事 

教育長より、追加で第 24 号議案があり、先に第 24 号議案からすすめる旨の提案があ

り、全会一致で決定する。 

 

（教育長） 

令和 5 年 11 月 16 日提出の、第 24 号議案「専決処理の承認を求めることについて(専

決第 7 号) 令和 6 年度教職員人事異動方針について」事務局から説明をお願いする。 

（水嶋学校教育課主幹） 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 38 条第 1 項の規定に基づき、令和 6 年

度教職員人事異動の内申を京都府教育委員会へ行うに際して、府の教職員人事異動方
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針に沿って舞鶴市教育委員会の「令和 6 年度教職員人事異動の内申方針」を、舞鶴市教

育委員会基本規則第 10 条第 1 項の規定により別紙のとおり専決処理したので、同条第

2 項の規定に基づき委員会に報告し、その承認を求めるもの。 

［質問・意見］ 

 なし 

（教育長） 

 第 24 号議案を会議に諮り、全員異議無く承認。 

 

教育長より、令和 5 年 11 月 16 日提出の第 23 号議案「令和 5 年舞鶴市議会 12 月定

例会提出予定議案に係る意見について」は、舞鶴市議会提案前の案件であるため、舞鶴

市教育委員会会議規則第 10 条により非公開とする旨の提案があり、全会一致で決定す

る。 

（以下、非公開） 

（教育長） 

令和 5 年 11 月 16 日提出の、第 23 号議案「令和 5 年舞鶴市議会 12 月定例会提出予

定議案に係る意見について」事務局から説明をお願いする。 

（瀬野教育総務課長） 

令和 5 年舞鶴市議会 12 月定例会に提出を予定している議案について、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律(昭和 31 年法律第 162 号)第 29 条の規定により市長から

意見を求められたので、異議ない旨を申し出るもの。 

令和 5 年度舞鶴市一般会計補正予算（第 8 号）について 、各所管課長より「令和 5

年度主な事務事業調」、「債務負担行為見積書」、「繰越明許費説明」に基づき説明。  

（瀬野教育総務課長）  

令和 5 年度舞鶴市一般会計補正予算（第 8 号）「学校施設新型コロナウイルス感染症

防止対策経費」、「職員給与費」について説明。  

（日下部学校教育課長）  

令和 5 年度舞鶴市一般会計補正予算（第 8 号）「英語指導助手派遣委託（債務負担行

為）」、「児童・生徒の尿検査委託（債務負担行為）」、「教職員の健康検査等委託（債務負

担行為）」について説明。   

（山本図書館課長）  

令和 5 年度舞鶴市一般会計補正予算（第 8 号）「中央図書館建設基本設計事業費（繰

越明許費）」について説明。  

［質問・意見］ 

 なし 
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（教育長） 

 第 23 号議案を会議に諮り、全員異議無く承認。 

 

 

5  その他 

次回の定例教育委員会は、12 月 19 日(火）午後 2 時から開催することを確認。 

 

 

6  閉 会 

   教育長 閉会を宣告 

 

 

 

署  名   

(教育長) 

 

記  録 


